
五島市監査委員公表第１８号 

 

令和４年度財政援助団体等監査（財政援助団体）の結果に基づく措置について、五島市

長から別紙のとおり通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９

条第１４項の規定により公表する。 

 

令和５年９月１日 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬       

 五島市監査委員 荒 尾 正 登      
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５五総第１４５１号 

令和５年８月３０日 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 様 

五島市監査委員 荒 尾 正 登 様 

 

 

五島市長 野 口 市 太 郎 

 

令和４年度財政援助団体等監査の結果に基づく措置について 

 

 令和５年２月２４日付け４五監第７５９号による令和４年度財政援助団体等監査の結果

について、次のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基

づき通知いたします。 

なお、財政援助団体への指摘事項等については、所管部局より監査の結果について、報

告及び指導を行ったうえで報告いただいた措置状況を併せて報告します。 

 

記 

第１ 対象団体及び所管部局 

(1) 対象団体 五島市ブルーカーボン促進協議会（財政援助団体） 

(2) 所管部局 産業振興部（水産課） 

 

第２ 監査の結果について講じた措置 

１ 財政援助団体：五島市ブルーカーボン促進協議会 

(1) 指摘事項 

ア 旅行命令及び旅費について 

旅行命令の用務場所が変更になったにもかかわらず、旅行命令書を変更してい

ないため、旅費額計算書（請求書）及び領収書の内容とそれぞれ符合していない。

旅行命令を変更した場合は、旅行命令書にその旨を記載すべきである。 

また、旅費については、同一地域ではないにもかかわらず、日当の範囲内とし

て請求していないため、支給額に不足額が生じている。このほか、食卓料の支給

について、宿泊料に朝食代が含まれている場合において、食卓料２，２００円か

ら朝食代相当額７００円を控除した額１，５００円（夕食代）を支給していない

ものがある。五島市ブルーカーボン促進協議会会計処理規程（令和３年１０月２

９日制定。以下「会計規程」という。）第１２条に五島市職員等の旅費支給条例（平

成１６年五島市条例第４８号）に準じた額を支給すると規定されているから、適
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正な旅費を支給されたい。 

【講じた措置】 

旅行命令に変更があった場合は、旅行命令書にその旨を記載するとともに、旅

行命令書と旅費額計算書（請求書）及び領収書の内容がそれぞれ符合しているか

複数人で確認するよう、事務改善を図りました。 

 また、旅費の支給誤りについては、五島市職員等の旅費支給条例に準じて、適

正な事務処理を行うよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

なお、旅費及び食卓料の未支給については、すでに補助金額が確定しているた

め、当事者への説明・了承を受け支給しておりません。 

 

イ 支出事務について 

藻場再生活動の賃金の支出伺に請求書がなく、支出金額を確認できる資料が添

付されていないものがある。支出事務については、会計規程第９条「経理責任者

は、支払を行うときは、請求書等により支払金額を確認の上、支出伺を作成しな

ければならない。」の規定に基づき請求書の提出を求めた上で、事務処理すべきで

ある。 

【講じた措置】 

令和５年度会計から、支出伺に請求書を添付し支出金額を確認の上、支出事務

を行うよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

 

ウ 日報について 

藻場再生活動について、日報がないもの、また日報に時間及び氏名の記載誤り

があるものが散見された。日報は、請求金額の根拠となるものであるから、適切

に整理すべきである。 

【講じた措置】 

活動内容と日報の整合性について、複数人で確認を行い、適正な管理を行うよ

う、事務改善を図りました。 

 

エ 立替払について 

請求書による支払ができないことを理由に立替払を行っているが、会計規程に

立替払の規定はないから、必要に応じあらかじめ資金前渡の方法により支払い、

精算すべきである。 

【講じた措置】 

資金前渡の方法により支払い、精算するよう、事務処理の確認・指示を行いま

した。 
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オ 契約事務について 

契約書に印紙が貼付されていないもの、契約保証金の免除条項を誤っているも

の、代表者の印鑑がないものが散見された。契約事務については、五島市準公金

取扱事務処理規程（平成２７年五島市訓令第４号。以下「準公金規程」という。）

第５条第２項に基づき、五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３号。以下

「財務規則」という。）を参考に事務処理すべきである。 

【講じた措置】 

契約事務については、準公金規程及び財務規則を参考に、適正な事務処理を行

うよう、指導を行いました。 

 

カ 委託契約について 

五島市ブルーカーボン促進協議会の会員である請負業者のガンガゼ駆除実施 

場所モニタリング委託料３９５，１００円については、意思決定した書類及び契

約書がない。会計規程第１０条に「契約をする場合は、五島市財務規則（平成１

６年五島市規則第４３号）に準じた取扱をするものとし、１件１５万円以上の契

約については、２者以上から見積書を徴しなければならない。」と規定されている

から、委託に係る契約事務の透明性の確保を図るため、相手方が特定される場合

には当該特定される理由を明確にして決裁を受けた上で、契約を締結すべきであ

る。 

【講じた措置】 

財務規則に準じ、委託に係る契約事務の透明性の確保を図るため、相手方が特

定される場合には当該特定される理由を明確にして決裁を受けた上で、契約を締

結するよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

 

(2) 指導事項 

ア 預金通帳及び銀行届出印の保管について 

預金通帳及び銀行届出印を事務局長（産業振興部水産課長）の机で保管してい

る。準公金規程第６条第１項第３号の規定により、預金通帳は所定の金庫に保管

し、銀行届出印は経理責任者が別に保管するなど、事故防止に努められたい。 

【講じた措置】 

預金通帳は、執務室内金庫へ保管し、銀行届出印は経理責任者（水産課長）の

机の中で保管するよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

 

イ 支出事務について 

支出伺に添付されている請求書に、受付印がないもの、履行確認がなされてい

ないもの、契約書の印鑑と請求書の印鑑が相違しているもの、代表者の役職名、



4/6 

 

氏名及び代表者印がないものが散見された。会計規程第１１条に「検査について

は、五島市財務規則に準じた取扱をするものとし、綿密かつ公平に行い、支出伺

に検査の記録を記載しなければならない。」と規定され、財務規則第１００条が検

査職員の職務について規定するから、支出伺には、適法な請求書を受理後、受付

印を押捺の上、履行確認をして決裁を受けられたい。 

【講じた措置】 

財務規則第１００条に準じ、適法な請求書を受理後、受付印を押捺の上、履行

確認をして決裁を受けるよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

 

ウ 収入事務について 

収入伺に内容を確認できる書類が添付されていない。準公金規程第５条第１項

第２号に「支出伺及び収入伺は、証拠書類を添付して整理保管すること。」と規定

されているから、収入伺には、その根拠となる内容を確認できる書類を添付して

決裁を受けられたい。 

【講じた措置】 

収入伺に根拠となる内容を確認できる書類を添付して決裁を受けるよう、事務

処理の確認・指示を行いました。 

 

エ 勘定科目について 

賃金の勘定科目に借上料を含めて計上しているもの、報償費などの勘定科目に

支払に伴う口座振込手数料である役務費を含めて計上しているもの、委託費を賃

金で計上しているものがある。勘定科目は、経費の内容及び状態を正確に把握で

きることで補助金の交付の対象となる事業種目及び経費の算定をすることにつな

がるから、各勘定科目の意味を整理・理解するとともに、チェック体制の構築及

び強化が望まれる。また、「賃金」の勘定科目については、源泉徴収の必要性につ

いて福江税務署に確認し、源泉徴収不要な「報酬」との回答を受けたことを踏ま

え、実態に合わせ見直すべきである。 

【講じた措置】 

勘定科目の意味について、担当者及び決裁者が再度確認を行い、チェック体制

の強化を図りました。 

また「賃金」の勘定科目については、「報酬」に見直しを行いました。 

 

オ 補助金の交付申請書について 

補助金交付申請書に添付している事業費内訳書について、当初予算要求資料を

誤って添付したため、総会で議決された予算額と一致していない。事業費内訳書

に誤りがないか確認の上、補助金の申請をすべきである。 
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【講じた措置】 

補助金交付申請書に添付している事業内訳書について、総会で議決された予算

額と一致しているか、担当者及び決裁者が確認を徹底するよう、チェック体制の

強化を図りました。 

 

カ 補助金の実績報告について 

活動実績に係る賃金及び旅費の支出額の算定を誤ったため、総会で承認された

収支決算書の精算額及び実績報告に誤りがある。実績額の算定に誤りがないか確

認の上、補助金の実績報告をすべきである。 

【講じた措置】 

総会開催３０日前までに、実績額の算定に誤りがないか、担当者以外の水産振

興班係長が帳簿等の点検を行うよう、チェック体制の強化を図りました。 

 

キ 補助事業費の変更について 

事業の予算額が補助金交付申請時の予算額に対し、需用費で２３１．３％、委

託費で皆増しているにもかかわらず、補助事業の目的達成のため必要な経費の配

分であること、補助金額に変更がないことが、五島市藻場を活用したカーボンニ

ュートラル促進事業補助金交付要領（令和３年１０月２６日産業振興部長決裁。

以下「補助金交付要領」という。）第５条第４項「規則第１１条第２項第１号の別

に定める軽微な変更は、補助事業の目的を達成するために何らの支障がないと認

められる範囲の経費の配分の変更とする。」の規定に該当するとして事業計画変

更の報告をしていない。しかし、予算額の１００％を超える変更は「軽微な変更」

には当たらないから、事前に補助金額及び事業計画について、変更の承認を受け

るべきである。 

【講じた措置】 

ご指摘のとおり、今回の補助事業費の変更については、事前に変更の承認を受

けるべきでした。 

    今後、事業計画の変更については、補助金交付要領に規定に基づき、適正な事

務処理を行うよう、指導しました。 

 

２ 所管部局：産業振興部（水産課） 

 (1) 指摘事項 

準公金の管理については、準公金規程第６条第３項の規定により、帳簿は年１回

以上、当該事務に従事していない職員による点検を受けなければならないとされて

いる。また、この場合において、点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告

等の具体的実施方法については、所管課等の長が別に定めることとされているとこ
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ろ、産業振興部水産課（以下「水産課」という。）は、点検についての具体的実施方

法を定めておらず、当該事務に従事していない職員による点検を受けていない。内

部統制が有効に機能するよう準公金規程第６条第３項の規定に基づき適正に事務処

理されたい。 

このことについては、令和２年度財政援助団体等監査において同様の指摘をした

ところであるから、情報の共有を図られたい。 

【講じた措置】 

準公金規程第６条第３項の規定による点検職員、点検時期、点検方法、点検結果

の報告等の具体的実施方法について、規定を定めました。今後は、この規定に則っ

て当該事務に従事していない職員による点検を受けるよう、事務処理の確認・指示

を行いました。 

 

(2) 意見 

補助事業費の変更については、予算額が１００％を超える変更があり、「軽微な変

更」には当たらないから、事前に変更の承認を受けるよう１(2)キで指導したところ

である。補助金交付要領第５条第４項に定める「軽微な変更」については、事業計

画の変更が「補助対象経費の〇〇パーセント以内の額の変更とする」などの基準を

設けるよう検討されたい。 

【講じた措置】 

補助金交付要領の一部改正（令和５年３月７日施行 令和５年度予算にかかる補

助金から適用）を行っており、規則第１１条第２項第１号の別に定める軽微な変更

は、「事業種目における補助対象経費の総額の３０％以内の額の増減であって補助

金の額に増減が生じない変更とする。」と規定しております。 

 


